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第１章 計画策定の目的等 

 

１ 策定の目的 

本県では、平成１５年に全国に先駆け制定した「岐阜県食品安全基本条例」に基づき

「岐阜県食品安全行動基本計画」を定め、食品の安全性の確保と県民の食品に対する安

心感の向上に関する目標、施策の方向等を示しています。 

これらの目標、施策の方向性に従い、消費者の安全を第一とする姿勢のもと、食品衛

生法第２４条の規定により「岐阜県食品衛生監視指導計画（以下「計画」という。）」を

毎年度策定するとともに、その実施結果について公表を行います。 

本計画に基づいて関係機関が連携し、重点的かつ効果的な監視指導、食品等の試験検

査、食品等事業者の自主的な衛生管理の促進、リスクコミュニケーションの推進等に取

り組み、県民の健康並びに安全・安心な食生活の確保を図ります。 

 

２ 計画の期間等 

本計画の期間は、令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの１年間とします。

ただし、大規模又は緊急的な食品関連事故が発生した場合など、必要に応じ本計画を適

宜見直すこととします。 
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第２章  監視指導等の基本的事項 

 

１ 基本的事項 

(1) 計画の対象 

本計画は、県立保健所の管内を対象地域とします。 

ただし、本計画に基づく監視指導の実施にあたっては、中核市として独自に保健所

を設置している岐阜市との情報の共有化、基本的な指導方針策定等の連携を図ります。 

 

① 監視指導の対象 

・ 「食品衛生法」（以下「法」という。）に基づく営業許可施設及び事業者※ 

・ 法に基づく営業届出施設及び事業者※ 

・ 「岐阜県食品衛生条例」（以下「条例」という。）に基づく営業許可施設及び事

業者※ 

※上記の取扱いについて 

令和３年６月１日の条例廃止に伴い、令和３年５月までは法及び条例に基づく許可施

設及び事業者。令和３年６月からは法に基づく営業許可施設及び事業者並びに法に基づ

く営業届出施設及び事業者。（以下、同じ扱い。） 

・ 法及び条例に基づく営業許可施設並びに法に基づく営業届出施設以外の食品取

扱施設及び事業者 

・ 「と畜場法」に基づくと畜場及びと畜業者 

・ 「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」に基づく食鳥処理場及び食

鳥処理業者 

② 啓発の対象 

・ 消費者 

・ 事業者 

 

(2) 実施機関、人員 

健康福祉部生活衛生課、保健所及びセンター、保健環境研究所、食肉衛生検査所が

各々の責務を果たすとともに、一体となって食品の安全確保及び食品に対する県民の

安心感の向上に取り組んでいきます。 

また、適切に業務が遂行できるよう、食品衛生監視員、と畜検査員等の人員の適正

な配置に努めます。 

 

① 監視指導実施機関の役割 

a 保健所及びセンター 

・ 法及び条例に基づく営業許可施設及び事業者の監視指導  

・ 法に基づく営業届出施設及び事業者の監視指導 

・ 法及び条例に基づく許可並びに届出施設以外の食品取扱施設及び事業者の監

視指導 

・ 法及び関係法令に基づく食品の収去 

・ 法及び関係法令に基づく食品表示の監視指導 
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・ 食品等事業者に対する情報提供及び衛生講習会の開催 

・ 食品営業施設における自主管理の促進 

・ 違反食品、苦情食品等の不良食品に係る調査、指導 

・ 食中毒（疑いを含む。）に係る調査、指導 

・ 食鳥検査の実施 

・ 食鳥処理場の監視指導 

・ ボランティアとして食事を提供する者に対する食品衛生知識の助言、支援 

・ 消費者に対する食品衛生知識の普及啓発及び情報提供 

b 食肉衛生検査所 

・ と畜検査及び食鳥検査の実施   

・ と畜場及び食鳥処理場の監視指導 

・ 法に基づく食品の収去 

 

② 試験検査実施機関の役割 

a 試験検査機能を有する保健所 

・ 収去検体の検査 

・ 苦情食品等の不良食品に係る検体の検査 

・ 食中毒（疑いを含む。）に係る検体の検査 

b 保健環境研究所 

・ 収去検体の検査 

・ 食中毒（疑いを含む。）に係る検体の検査 

・ 苦情食品等の不良食品に係る検体の検査 

・ 放射性物質の検査（依頼検査を含む。） 

c 食肉衛生検査所(中央食肉衛生検査所) 

・ 収去検体の検査 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 国や他自治体との連携 

大規模又は広域的な食中毒等が発生した場合や、健康食品による健康被害が発生し

た場合、輸入食品に係る違反事例が発見された場合等、厚生労働省、農林水産省、消

費者庁、他自治体との連携が必要な際には、迅速な情報収集と情報共有に努めるとと

もに、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成 30 年法律第 46 号)の施行に伴い設置

される広域連携協議会の構成員として、適正な対応に努めます。また、隣接する自治

体との緊密な連携体制を構築し、維持します。 

総合衛生管理製造過程承認施設及び輸出食肉認定施設への立入に際しては、必要に

応じ、東海北陸厚生局と連携して監視指導を実施します。 

 

【収 去】 

法に基づき、食品衛生監視員が、食品の成分規格等に適合しているか、また、食中毒の

原因となる微生物や有害物質が含まれていないか等を検査するため、製造施設や販売施

設から食品等を採取することです。 
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(4) 関連部局間の連携 

岐阜県食品安全基本条例第２０条に基づき、食品の安全・安心を守っていくための

総合的な計画として「岐阜県食品安全行動基本計画」を５年ごとに策定し、庁内関連部

局と連携した取組を行っています。 

第４期（２０１９～２０２３年度）計画のもと、庁内関連部局間の横断的な連携を

強化し、県内で製造、流通又は消費される食品の安全確保に努めます。 

 

(5) 外部関係団体との連携 

食品営業者で構成され、自主的な食品衛生活動に取り組んでいる（公社）岐阜県食

品衛生協会と連携し、食品衛生監視員、食品衛生指導員、食品衛生管理者及び食品衛生

責任者等が協力して、食品の安全性の確保に取り組みます。 

 

 

 

【食品衛生法等の一部を改正する法律】 

平成３０年６月１３日に公布された、食品衛生法、と畜場法及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥

検査に関する法律等の一部を改正する法律です。 

中でも食品衛生法は、前回の法改正から１５年が経過しており、食を取り巻く環境の変化や国際

化などに対応して食品の安全を確保するため、次の７ポイントの改正が行われました。 

 １ 広域に及ぶ「食中毒」への対策を強化 

広域的な食中毒の発生・拡大防止のため、国や都道府県が相互に連携・協力を行います。 

新たに、国と関係自治体の食中毒事案対応などの連携や協力の場として各地方厚生局の管轄地域

ごとに「広域連携協議会」が設置され、緊急時にはこの協議会を活用して対応します。 

 ２ 原則全ての事業者に「ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理」を制度化 

一般衛生管理に加え、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の実施が原則として全ての食品等事業者に

求められます。 

 ３ 特定の食品による「健康被害情報の届出」を義務化 

厚生労働大臣が定める特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害が発生した

場合、事業者から行政へ、その情報を届け出ることが義務化されます。 

 ４ 「食品用器具・容器包装」にポジティブリスト制度導入 

食品用器具と容器包装について、安全性を評価して安全が担保された物質でなければ使用でき

ない仕組みであるポジティブリスト制度が導入されます。 

 ５ 「営業届出制度」の創設と「営業許可制度」の見直し 

食品を扱う事業に関し、事業者の届出制度が作られます。併せて、現在の営業許可の業種区分

が実態に応じて見直されます。 

 ６ 食品の「リコール情報」は行政への報告を義務化 

事業者が食品の自主回収（リコール）を行う場合に、自治体を通じて国へ報告する仕組みが作

られ、リコール情報の報告が義務化されます。 

 ７ 「輸入食品」の安全証明の充実 

輸入食品の安全性確保のために、食肉等の食品のＨＡＣＣＰに基づく衛生管理や、乳製品・水

産食品の衛生証明書の添付が輸入要件となります。 

 

 



- 5 - 

(6) 食品衛生に係る人材の育成及び資質の向上 

① 食品衛生監視員、と畜検査員、食鳥検査員等関係職員 

食品事故に対して迅速かつ適切な対応ができるよう技術研修を実施し、人材の育

成や資質の向上を図ります。また、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理を支援するため、

専門的指導ができる職員の育成に努めます。 

  

② 事業者 

取り扱う食品の安全性の確保のため食品事業者が行う自主的な衛生管理の取組を

促進するよう、研修や講習会の機会をとらえ、知識や技術の向上を図り、食品衛生

管理者又は食品衛生責任者の育成に努めます。 

 

  ③ 消費者 

より多くの消費者の意見を県の施策へ反映できるよう、消費者に対して食品衛生

に関する情報発信を積極的に行うことにより、食中毒予防等、食の安全性確保に係

る施策への関心を高めます。 

また、消費者が食品の安全性確保に主体的に取り組むことができるよう、各種講

習会等を通じて啓発を行うとともに、行政、事業者、消費者の意見交換を行う機会

を設けるなど、食品の安全性に対する消費者理解を深めます。 

 

 

２ 監視指導 

(1) 法及び条例に基づく営業許可施設及び届出施設に対する監視指導 

重点的かつ効果的な監視指導を進めるため、取り扱う食品の種類や営業の特性、規

模及び流通状況により危害度分類を行い、食品営業施設を表１「営業施設の危害度分

類」のとおり、レベル１から３に分類します。特に危害度の高い施設や近年、社会的

に問題となった業種を中心に、必要に応じて収去検査や施設の拭き取り検査を行い、

監視強化に努め、食品事故の発生を防止します。 

また、食中毒の発生しやすい気象状況となる夏期や大量の食品が流通する年末には、

食品による事故や違反が懸念されます。この時期に、食品営業施設に対し一斉監視を

行い、食品の衛生的な取扱い、添加物の適正使用、食品及び添加物の適正表示等につ

いて重点的な監視指導及び食品の検査を実施します。 

さらに、届出施設の中でも、一度に調理製造する食事の数が多い集団給食施設に対

して、食中毒等の未然防止を目的に、施設規模に応じた監視指導を行います。 

＜主な監視項目＞ 

・ 法及び条例に基づく施設基準、管理運営基準に適合することの確認及び指導 

  届出施設に対しては、施設の衛生管理、食品の衛生的な取扱方法等に関する確認 

及び指導 

・ 製造、加工、販売する食品等が規格基準、表示基準等に適合することの確認及び

指導 

・ 仕入元、出荷、販売先等に関する記録の作成、保存の確認及び指導 

   ・ ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の取組状況の確認及び助言 
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表１ 営業施設の危害度分類 

危

害

度 
対象施設 危害度レベルの解説等 

監視回数

の目安

（回/年） 

レ
ベ
ル
１ 

・HACCPに基づく衛生管理を行う大規模事業所 
・飲食店営業（大量調理施設※に該当する仕出し・弁
当・ホテル・旅館・給食等、生食用食肉加工施設） 

・食肉販売業（生食用食肉加工施設） 
・乳処理業 
・食肉処理業（生食用食肉加工施設） 
・菓子製造業（広域流通食品製造施設） 
・アイスクリーム類製造業 
・乳製品製造業 
・清涼飲料水製造業 
・食肉製品製造業 
・水産製品製造業（魚肉練り製品製造施設） 
・豆腐製造業（広域流通食品製造施設） 
・麺類製造業（広域流通食品製造施設） 
・そうざい製造業（広域流通食品製造施設） 
・冷凍食品製造業（広域流通食品製造施設） 
・漬物製造業（浅漬け製造施設） 
 

 ○ 食中毒等の食品事故の発生時に大規模事故
となる可能性が高い業種 

 ○ 食中毒等の食品事故の過去の発生頻度等か
ら、危害度が、特に高いと考えられる食品を
製造する業種  

  ○ 広域に流通する（県外に出荷する等）食品
を主に製造する業種 

 ○ 施設の構造が複雑であり、特に衛生管理に
注意を要する業種  

○ 食品の製造工程が複雑であり、特に衛生管理
に注意を要する業種 

 
 ※大量調理施設：同一メニューを１回300食以上

又は１日750食以上調理する施設（「大量調理
施設衛生管理マニュアル」に基づく） 

 
 
 
 
 
 
 
 
１ 

レ
ベ
ル
２ 

・食肉処理業（レベル１以外の施設） 
・菓子製造業（レベル１・３以外の施設） 
・水産製品製造業（レベル１以外の施設） 
・氷雪製造業 
・液卵製造業 
・食用油脂製造業 
・みそ又はしょうゆ製造業 
・酒類製造業 
・豆腐製造業（レベル１以外の施設） 
・納豆製造業 
・麺類製造業（レベル１以外の施設） 
・そうざい製造業（レベル１以外の施設） 
・冷凍食品製造業（レベル１以外の施設） 
・漬物製造業（レベル１以外の施設） 
・密封包装食品製造業 
・添加物製造業   
 

 ○ 食中毒等の食品事故の発生時に中規模程度
の事故となる可能性が高い業種 

 ○ 食中毒等の食品事故の発生頻度が中程度で
ある食品を製造する業種 

 ○ 食品の製造工程が、比較的簡易であり管理
しやすい業種 

 ○ 施設の構造が比較的単純であり管理しやす
い業種 

 

 
 
 
 
 
 
 

0.5 
 
 
 
 

レ
ベ
ル
３ 
 

・飲食店営業（レベル１以外の施設） 
・調理の機能を有する自動販売機 
・食肉販売業（レベル１以外の施設） 
・魚介類販売業 
・魚介類競り売り営業 
・菓子製造業（併設販売店での販売を主とする製造施

設） 
・食品の小分け業 
 

 ○ 食中毒等の食品事故の発生頻度が低度であ
る食品を製造、調理、加工又は販売する業種 

 ○ 食品の製造工程が簡易であり管理しやすい
業種 

○ 自動販売機営業 
  

 
 
 
 

0.2 

・届出施設 ○ HACCPに基づく衛生管理を行う大規模事業所
以外の施設 

0.1～0.2 

※許可業種は改正食品衛生法に基づく業種を記載しています。 
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(2) 法及び関係法令に基づく食品表示の監視指導 

食品衛生法第１９条において「販売の用に供する食品及び添加物に関する表示の基

準については、食品表示法で定めるところによる。」とされています。食品表示は「食

品表示法」をはじめ「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する

法律」、「不当景品類及び不当表示防止法」、「健康増進法（食品表示法に一元化さ

れた部分以外。）」、「医療品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関

する法律」等の法令で規制されていて、それら全ての法令の基準に適合している必要

があります。 

各規制法令を所管する現地機関の担当者が連携し、合同で監視指導を実施すること

により、食品表示が全ての法令の基準を満たすよう、包括的な指導を行います。 

 

(3) と畜場及び食鳥処理場に対する監視指導 

食肉の安全性を確保するため、と畜検査、食鳥検査を実施するとともに、と畜場及

び食鳥処理場の施設や取扱い器具類の衛生管理、食肉及び食鳥処理工程における衛生

管理について監視指導を行います。 

また、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の制度化に伴い、対象となると畜場及び年間３

０万羽を超える処理を行う食鳥処理場に対して、食肉の表面を剥ぎ取った検体を採取

して微生物検査を実施し、施設のＨＡＣＣＰシステムが適切に機能しているか検証し

ます。 

＜主な監視項目＞ 

・ 「と畜場法」及び「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」に基づく

施設基準、衛生管理基準等に適合することの確認及び指導 

 

(4) 廃棄食品の不正流通防止のための監視指導 

廃棄された食品が不正に流通することを防止するため、食品製造施設等に立入し、

食品衛生監視に加え、廃棄物の適正処理についても周知徹底を促します。また、弁当

屋等に監視を行い、期限切れ食品の有無等食品の保管状況や仕入れ状況を確認し、食

品の適正管理について指導を行います。さらには食品製造施設等の営業状態等の情報

収集に努め、休業施設の状況について定期的な確認を行います。 

 

(5) 違反発見時の対応  

法又は条例違反を発見した場合は、その場において口頭で改善指導を行うとともに、

違反が軽微であって直ちに改善が図られるもの以外は書面による改善指導を行いま

す。 

また、その改善措置状況について確認するとともに、適切に記録を行います。 
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３ 試験検査 

(1) 食品検査 

県内に流通する食品について、成分規格、食品中の添加物及び動物用医薬品等の検

査を実施し、安全性を確認します。 

また、輸入食品については、厚生労働省が輸入時に検査を実施していますが、農薬

や動物用医薬品の残留等は、消費者の不安感や不信感が大きいことから、県内で販売

される食品について独自検査を実施します。 

 

(2) と畜検査及び食鳥検査 

と畜場で処理される全ての家畜及び年間３０万羽を超える処理を行う食鳥処理場で

処理される全ての家きんの検査を実施し、食用に適することを確認します。 

 

(3) 試験検査体制の充実・強化 

検査担当者の研修の実施等検査技術の向上を図るとともに、業務管理基準（ＧＬＰ）

に従い、外部精度管理や内部点検を行い、検査の信頼性確保に努めます。 

 

 

４ 違反事実の公表 

食品衛生上の危害の状況を明らかにし、危害の拡大防止及び再発防止を図るため、法

（又は条例）違反であって、次に該当する場合は、営業者の氏名、営業所所在地及び対

象食品等を速やかに公表します。 

・ 食中毒等の食品事故の原因施設に対し、許可の取消し、又は営業の禁止若しくは  

停止の行政処分を行った場合 

・ 食品等の収去検査等により、法違反を発見し、食品の回収、廃棄命令等の行政処

分を行った場合 

 

 

５ 食品等事業者による自主的な衛生管理の促進 

(1) 自主検査及び記録の作成・保存  

食品等事業者の責務である食品に関する知識及び技術の習得、自主検査の実施を促

進します。 

また、食中毒等の食品事故発生時における原因究明・被害拡大防止に活用できるよ

う、食品製造や販売に関する記録の作成・保存の必要性について食品等事業者の理解

を深め、適切に記録の作成・保存が行われるよう自主的な衛生管理を促進します。 

 

(2) ＨＡＣＣＰ導入の推進 

平成３０年６月に公布された食品衛生法等の一部を改正する法律により、施設の規

模や、調理又は製造する食品の種類に関わらず、原則全ての食品関連事業者に対しＨ

ＡＣＣＰに沿った衛生管理が制度化されました。ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理には「Ｈ

ＡＣＣＰに基づく衛生管理」と「ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛生管理」があり、
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事業者は、施行後の経過措置期間を含め令和３年６月１日までにそのいずれかを導入

する必要があります。 

導入の取組が不十分な事業者には、研修会や相談対応等により助言指導及び衛生管

理計画の作成支援を行います。 

また、「岐阜県ＨＡＣＣＰ導入施設認定制度」による認定を希望する施設に対して

助言指導を行います。 

 

【ＨＡＣＣＰ】 

Hazard Analysis and Critical Control Pointの頭文字をとったもので、ハサップと呼

ばれています。 

食品の製造・加工工程のあらゆる段階で発生するおそれのある微生物汚染等の危害をあ

らかじめ分析（Hazard Analysis）し、その結果に基づいて、製造工程のどの段階でどの

ような対策を講じればより安全な製品を得ることができるかという重要管理点（Critical

 Control Point）を定め、これを連続的に監視することにより製品の安全を確保する高度

な衛生管理の手法です。 

 

【ＨＡＣＣＰに基づく衛生管理】 

 国際的な食品規格のガイドラインに示されるＨＡＣＣＰ７原則に基づき、食品等事業者

自らが計画を作成し管理を行います。 

 

【ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛生管理】 

 食品等事業者団体が作成する手引書を参考に、一般衛生管理を基本とし、必要に応じて

重要管理点を設けて管理を行います。 

 

【岐阜県ＨＡＣＣＰ導入施設認定制度】 

平成２７年７月に創設した、ＨＡＣＣＰによる衛生管理を実施している食品事業者を積

極的に評価し、認定する制度です。岐阜市を除く県内の食品事業者を対象としています。 

 

次のような流れを経て認定し、３年毎に更新します。 

・ 認定を希望する事業者が保健所への相談、申出 

・ 申請書作成や認定基準の自主点検等の申請準備 

・ 所管保健所への申請 

・ 書類審査及び食品衛生監視員による施設の確認検査 

・ 認定書・認定マークの交付、県ホームページでの施設名公表 

 

(3) 食品衛生指導員活動の推進 

（公社）岐阜県食品衛生協会が実施する食品営業施設への巡回指導、自主検査及び

自主点検票による記録の作成・保存の促進について、保健所が行う監視指導との整合

を図りながら食品衛生指導員への技術的な助言指導を行う等、食品衛生指導員活動を
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支援するとともに、定期的な意見交換を行い食品衛生指導員からの情報収集に努め、

施設の監視指導の充実を図ります。 

また、食品衛生責任者を対象とする衛生講習会を開催して、施設における衛生レベ

ルの向上を図り、食品事故等の防止に努めます。 

 

 

６ 健康危機管理体制の整備 

食中毒など食品の安全性に関わる健康危機管理事案の発生に備えて、速やかな情報収

集と、情報提供の体制を整備します。 

(1)「食中毒警報発表に関する運営要領」及び「ノロウイルス食中毒注意報及び警報発表

に関する運営要領」に基づき、食中毒注意報及び警報を発表し、注意喚起を行うとと

もに、あわせて食品衛生に対する意識の向上を図ります。 

(2) 食品の自主回収や食中毒警報の発表等の緊急情報については、「食品緊急情報メー

ル配信システム」を利用して、その情報を迅速に事業者へ提供します。 

(3) 「食品安全連絡会議」を開催し、食品等の健康危機管理情報を食品等事業者と共有

することにより、食品等による健康被害の発生予防及び健康被害の拡大防止を図りま

す。 

(4) 食品等事業者に対して、食品等による健康被害に関する情報を速やかに保健所へ報

告するよう周知徹底を図ります。 

（5）腸管出血性大腸菌や細菌性赤痢など、感染症と食中毒両方が疑われる感染症の届出 

  が提出された際には、感染症部局と協力して調査を行い、速やかな原因究明と拡大防 

止を図ります。また、特に腸管出血性大腸菌感染症の届出の場合は、厚生労働省が運

用する行政間の情報共有システムにおいて腸管出血性大腸菌の遺伝子情報の共有をす

ることにより、広域で発生している食中毒の速やかな探知に努めます。 

 

 

７ リスクコミュニケーション（消費者等への普及啓発と関係者間の意見交換等）の推進 

消費者に対して、食品衛生や食品安全に関する知識の普及や情報提供を行い、家庭に

おける食中毒等の食品に起因する健康被害の発生予防に努めます。 

また、県民の食品に対する安心感の向上を図るため、食品の安全性について消費者、

事業者、行政が率直に意見を交換し、相互の信頼関係が醸成できるようリスクコミュニ

ケーションの推進に努めます。 

(1) リスクコミュニケーションの機会を積極的に創出します。 

(2) 全ての関係者が食品の安全性に関する情報を共有するため、多様な媒体・機会を活

用して積極的な情報提供に努めます。 

(3) 食品の安全性に対する意見を幅広く聴取するために設置した食品安全対策モニター

の活動を促進します。 

(4) 食品安全対策モニター等への意識調査等により、県民の意見、要望を的確に把握し

ます。 

(5) 「食の安全相談窓口」を活用し、随時、消費者及び事業者の相談に対応します。 
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第３章 令和３年度の重点的な取組 

 

１ 監視指導 

食品による事故防止等のため、従来から食品営業施設、給食施設に対する監視指導、

食品の表示検査等を実施しています。 

 (1) 重点監視施設 

① 危害度レベルに基づく監視指導 

食品営業許可施設のうち、６ページの表１「営業施設の危害度分類」における危

害度の「レベル１」の施設に対して、年１回以上、法に基づく監視指導を実施する

とともに、製造工程の詳細な調査、製品の収去検査、施設の拭き取り検査（簡易検

査（ＡＴＰ検査）を含む）等を行い、科学的データに基づき重点的な指導を実施し

ます。 

 

【ＡＴＰ検査】 

ＡＴＰは、動植物の細胞や微生物に含まれている物質で、汚れた器具や設備等にはＡＴＰ

が大量に付着しています。包丁等を拭き取り棒で拭き取り、試薬と反応させた後、携帯式の

測定器で測るとＡＴＰの量が数値化され、清浄度を確認することができます。操作が簡単で

、短時間で結果が得られ、その場で改善を図ることができ、食中毒防止に有効です。 

  

② 集団給食施設等に対する監視指導 

集団給食施設のうち、大量調理施設（１回３００食以上または１日７５０食以上

提供する施設）については、「大量調理施設衛生管理マニュアル」に基づき、全施

設に対して年１回以上監視指導します。 

アレルギー除去食を調理している保育所、小学校等の給食施設に対しては、アレ

ルゲン検査を行い、アレルゲンの混入防止対策が適切に実施されているかを確認し

ます。 

また、関係機関と連携し、調理従事者等を対象に講習会を実施して、集団給食施

設における食品事故の発生防止に努めます。 

さらに、学校給食への異物混入事例がたびたび発生していることから、給食基本

物資加工委託工場（パン、麺、米飯）に対して、（公財）岐阜県学校給食会と連携

した監視指導を実施します。 

 

 (2) 重点監視事項 

① 食中毒予防に関する指導 

a ノロウイルスによる食中毒対策 

近年、ノロウイルスが食中毒の病因物質の大半を占め、大規模な事例も散見され

ています。ノロウイルス食中毒を防ぐためには、衛生的な手洗い、調理従事者の健

康管理やその記録、施設や器具の適切な消毒等を確実に実施することが必要です。 

食品関係施設への立入時には、事業者等に対し、これらの徹底について指導する
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とともに、講習会等の機会をとらえて、特に衛生的な手洗いの普及に努めます。 

b 腸管出血性大腸菌による食中毒対策 

生肉又は加熱不十分な食肉が原因と考えられる腸管出血性大腸菌による食中毒

は例年発生が見られますが、汚染された生野菜等の非加熱食材が原因と考えられ

る事例も発生しています。加えて、近年の食品の広域流通化により、複数の都道府

県をまたがるような大規模な食中毒事件が発生する恐れがあります。 

腸管出血性大腸菌は一般に牛等の家畜に由来することから、食中毒を防止する

ためには、食肉の衛生管理が重要となるため、と畜場及び食肉処理施設における食

肉の取扱いについて、適切な衛生管理を指導します。 

また、飲食店等に対して立入を行う際、食肉やその加工品の十分な加熱、手指や

調理器具等を介した二次汚染の防止のほか、生野菜等の非加熱食材の洗浄・殺菌の

徹底を指導するとともに、講習会等の機会をとらえて、十分な対策を行うよう重ね

て指導します。 

c アニサキスによる食中毒対策 

平成２４年に魚類に寄生するアニサキスが食中毒病因物質として具体的に例示

されて以来、アニサキスによる食中毒が多く発生しています。厚生労働省の食中毒

統計によると、令和元年の全国の事件数は３２８件であり、前年に引き続き、ノロ

ウイルスやカンピロバクターを抑え食中毒の病因物質別事件数で１位になりまし

た。県内においても、アニサキスによる食中毒が平成 30 年、令和元年に１件ずつ、

令和２年は２件発生しており、重点的な食中毒対策が必要であると考えられます。

魚介類を取り扱う魚介類販売店や飲食店に対し、鮮度の良い魚の使用や速やかな

内臓の除去、目視でのアニサキスの除去等を指導するとともに、冷凍又は加熱処理

の有効性についても情報提供し、アニサキスによる食中毒の予防を図ります。 

ｄ 有毒植物、有毒きのこによる食中毒対策 

近年、県内で食品事業者（飲食店、販売店）が関連した有毒植物及び有毒きのこ

を原因とする食中毒が散発的に発生していることから、山菜や食用きのこを取り扱

う道の駅等の農産物直売所や飲食店等に対して、指導及び注意喚起を行います。 

 

② テイクアウト等における食品衛生対策 

  新型コロナウイルス感染症の影響により、新たにテイクアウト等の食品の持ち帰

りや宅配を行う事業者が増加したことから、テイクアウト又は宅配を行う飲食店に

対し、弁当、仕出し等を調理する際の注意事項を周知するとともに、適切な調理、

保管及び配達を指導します。 

 

③ イベント監視における食品衛生対策 

イベントにおける食品衛生対策として、県内で開催されるイベント等に提供する

弁当類を製造する施設に対し監視を行い、施設の衛生状態及び製造品を調査し助言

指導を行うことで、食品に起因する事故発生の防止に努めます。 
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④ アレルギー表示の適正化指導 

アレルギー表示の欠落、誤記載等による重篤な健康被害の発生を未然に防ぐため、

県内の食品製造施設を対象として監視を行い、原材料の使用状況や製造工程等の詳

細を調査し、小麦、そば等のアレルゲンの適正な管理、コンタミネーション（意図

しない混入）の防止、適正表示について指導します。 

 

⑤ 改正食品衛生法に基づく営業許可申請及び営業届出の指導徹底 

改正食品衛生法により、令和３年６月１日に許可制度が再編され、実態に応じた

営業許可業種への見直しや、届出制度が創設されるため、事業者が新たな営業許可

・届出制度へ適切に対応できるよう、許可申請及び届出の際に、並びに施設の監視

の機会をとらえ指導します。 

また、新たな届出制度の対象となる非許可業種の事業者について、監視業務や営

業及び食品行事相談等の際に得られた情報をもとに把握するとともに、新制度に

基づいて適切に届出を行うよう指導します。 

 

【非許可業種】 

現行の食品衛生法で食品営業許可が必要な営業として定める飲食店営業や菓子製造業等の

３４業種及び岐阜県食品衛生条例に基づく３業種以外の食品等事業者を指しています。 
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２ 試験検査 

検査対象食品については、県内で製造、流通する食品を対象とし、特に輸入食品を重

点に実施します。令和３年度は次の項目を重点検査項目として取り組みます。 

検査結果は、岐阜県ホームページに公表します。 

掲載ページは               で検索してください。 

 

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/900.html 

 

(1) 残留農薬及び動物用医薬品等検査 

残留農薬及び動物用医薬品等の検査について表２のとおり実施します。 

検査する農薬及び動物用医薬品等は、全国の違反事例及び検出事例、使用実態等の

状況を参考にして選択し、効率的な検査を実施します。 

 

表２ 残留農薬及び動物医薬品等検査 

区 分 検査内容  
検 査 数 

(うち輸入食品) 
検査実施機関 

農 薬 野菜、果実等を検査する。 １６０（８０） 

保健環境研究所 

抗生物質・ 
合成抗菌剤 

畜水産物を検査する。（食肉
を除く） 

４７（１８） 

重 金 属 
米のカドミウム汚染実態を
検査する。 

３（ ０） 

Ｐ Ｃ Ｂ 
ＰＣＢの汚染実態を監視す
るため畜水産物（牛肉等）を
検査する。 

２（ ０） 

アフラトキシン 
輸入ナッツ、県内産牛乳等を
検査する。 

９（ ５） 

抗生物質・ 
合成抗菌剤 

国産及び輸入食肉を検査す
る。 

３７３（４５） 

中央食肉衛生 
検査所 

内部寄生虫駆除剤 
国産及び輸入食肉を検査す
る。 

２１９（４５） 

ホルモン剤 
国産及び輸入食肉を検査す
る。 

２０９（４５） 

 

 

 

 

岐阜県 食品 監視検査 

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/900.html
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(2) 輸入加工食品の残留農薬検査 

県内に流通する輸入加工食品について、残留農薬検査を実施し、その安全性を確認

することにより消費者の不安感の解消を図ります。 

 

表３ 輸入加工食品の残留農薬検査 

検査項目 検査内容  検査数 検査実施機関 

農薬 
県内に流通する輸入加工食品

を検査する。 
５０ 登録検査機関（委託） 

 

(3) 遺伝子組換え食品検査 

遺伝子組換え食品の表示が適正に行われるよう監視を行い、県内に流通する食品や

その原材料について、国内での流通が認められていない遺伝子組換え食品が使用され

ていないか確認するため、遺伝子組換え食品検査を実施します。 

 

表４ 遺伝子組換え食品検査 

検査項目 検査内容 検査数 検査実施機関 

組換え遺伝子 
大豆、とうもろこし等及びそ

の加工品を検査する。 
３０ 保健環境研究所 

 

(4) アレルゲン検査 

食物アレルギーの原因となるアレルゲンのコンタミネーション（意図しない混入）

対策について、食品製造施設に対する監視指導を行った上でアレルゲンの検査を実施

し、各施設における対策の有効性を確認します。 

また、アレルゲンの完全除去食を提供する給食施設に対して、コンタミネーション

対策にかかる調査指導を行った上でアレルゲンの検査を実施し、食物アレルギー事故

防止に向けた支援を行います。 

 

表５ アレルゲン検査 

検査項目 検査内容 検査数 検査実施機関 

アレルゲン 

食品製造施設を対象に、表示義務の

あるアレルゲンについて検査する。 
３０ 

保健環境研究所 
学校給食施設を対象に、除去済みの

アレルゲンについて検査する。 
１６ 

 

(5) 食品添加物検査 

県内に流通する食品について検査を実施し、添加物の使用実態を把握するとともに、

関係事業者に対して添加物の適正な使用及び表示方法を指導します。 
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表６ 食品添加物検査 

検査項目 検査数 検査実施機関 

保存料、着色料、甘味料等 ４３０ 保健環境研究所 

 

(6) 牛乳及び加工乳等の成分規格検査 

学校給食をはじめとして、毎日飲用されることが多い牛乳及び加工乳等について、

県内の全ての乳処理施設で製造される製品を対象として、成分規格検査（細菌数、大

腸菌群、無脂乳固形分、乳脂肪分、比重、酸度）を実施します。 
 

表７ 牛乳及び加工乳等の成分規格検査 

検査項目 検査数 検査実施機関 

牛乳及び加工乳等の成分規格 １００ 保健所・保健環境研究所 

 

(7) 弁当類の細菌検査 

県内で開催されるイベントに弁当及びそうざい製品を提供している製造施設を中心

に、大量に製造販売される弁当類について、「弁当及びそうざいの衛生規範」に基づ

いた細菌検査（大腸菌（E.coli）、黄色ぶどう球菌等）を実施します。 

 

(8) 東日本産農畜水産物等の放射性物質検査 

東京電力福島第一原子力発電所の事故後、食品中の放射性セシウムの基準値が設定

されました。計画検査対象自治体による検査に加え、県内に流通している東日本産の

食品の安全性を確認するため、放射性物質検査を実施します。 

 

表８ 東日本産農畜水産物等の放射性物質検査 

検査項目 検査数 検査実施機関 

放射性物質 ２５ 保健環境研究所 

 

(9) 食品中の異物検査 

 県内で流通している食品や学校給食に混入した異物について、保健環境研究所にお

いて異物を特定し、迅速な原因究明及び再発防止に努めます。 

また、検査結果をデータベース化し、保健環境研究所と各保健所で情報共有して、

監視指導に役立てるとともに、食品事業者への衛生教育や県民等からの相談対応に

活用します。 
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３ 食品等事業者による自主的な衛生管理の促進 

食品等事業者に対し、適正な表示の徹底、食中毒防止対策（食品の衛生的取扱い、温

度管理及び従事者の健康管理、手洗い等）、ＨＡＣＣＰ導入の支援等表示や食品衛生に

関する知識や技術の向上を図り、食品の安全性の確保について普及啓発に努めます。 

 

(1) 適正な表示の徹底 

消費者が安心して食品の選択が行えるよう、食品製造業者を対象とした食品表示等

総合講習会を開催し、「食品表示法」、「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地

情報の伝達に関する法律」、「不当景品類及び不当表示防止法」、「健康増進法」、

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」等に基づく

関係法令と、コンプライアンスに関する周知徹底を図ります。 

 

(2) 食中毒防止対策 

食中毒の原因物質として大半を占めるノロウイルスによる食中毒の防止対策とし

て、調理前等の手洗いの徹底や従事者の健康状態の把握及び記録等の汚染防止対策に

ついて啓発に努めます。 

また、（公社）岐阜県食品衛生協会が育成している手洗いマイスターと連携し、食

品事業者の手洗いの励行及び衛生的な手洗いの普及に努めます。 

さらに、同協会が実施する食品衛生指導員による食品営業施設の巡回指導に対し、

より効果的な指導方法等について技術的支援や助言を行うことで、自主衛生管理体制

の充実強化を図り、地域に密着した食中毒予防の普及啓発を推進します。 

 

(3) ＨＡＣＣＰの取組支援 

① ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の導入支援 

ＨＡＣＣＰが未導入又は導入不十分な事業者に対し、事業規模や内容に応じた導

入支援のための研修会を開催します。立入の際や相談対応により助言指導を行い衛

生管理計画の作成支援を行います。 

  ② 事業者団体等が行うＨＡＣＣＰ導入の取組支援 

（公社）岐阜県食品衛生協会が実施する食品衛生指導員研修等の機会を活用し、

食品衛生指導員が行う「ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛生管理」を導入しよう

とする事業者に対する助言や指導等の取組を支援します。 
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４ リスクコミュニケーション（消費者等への普及啓発と関係者間の意見交換等）の推進 

  食品に係わるすべての関係者が食品安全に関するリスクコミュニケーションを通じて

情報共有を行うとともに、それぞれの立場で主体的に取り組めるよう、講座やセミナー

等を通し意見交換を行い、食品のリスクに対し総合的な理解を深めます。 

 

 (1) 双方向のリスクコミュニケーション 

県民の食品に対する安心感を向上させるため、食品安全をテーマとしたシンポジ

ウムや、農産物の生産現場や食品の製造現場の見学を行うセミナーなどを通じて、食

品に係わるすべての関係者と情報共有・意見交換を行い、共に食品リスク対策を考え

ていきます。 

 

 (2) 食品の安全・安心に関する教育の推進 

① ジュニア食品安全クイズ大会、手洗い教室の開催 

次世代を担う子どもたちに、食品安全に関する正しい知識を持ってもらうこと

を目的としてジュニア食品安全クイズ大会を開催します。また、（公社）岐阜県食

品衛生協会の手洗いマイスターと連携し、保育園・幼稚園や小学校において、手洗

いチェッカーを用いて子どもたちに正しい手洗いを普及します。 

② 出前講座「食品の安全知っ得講座」の開催 

食品についての正しい知識に基づいた判断ができる消費者の育成を目的として、

県民の求めに応じ、出前講座「食品の安全、知っ得講座」を開催します。 

 

(3) 県民の意見の収集と活用 

県民の視点に立った施策を推進するため、食品の安全性について、食品安全対策

モニター等を対象とした意識調査（アンケート）を実施します。また、食品に関す

る専門的な知識を有する食品安全相談員を県民生活課及び県内５保健所に設置し、

消費者や食品関連事業者からの相談に適切に対応します。 
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参考資料 

項　　　　　　　　　　　目
R03

行動基本計画
目標数値

R03
監視指導計画
目標数値

R01
監視指導計画
実施結果

食品表示等総合講習会（事業者対象）の受講者数 500人 500人 451人

食品衛生責任者講習会の実施回数 130回 130回 177回

(1) HACCPの導入支援 HACCPに関する研修会の参加人数 200人 200人 338人

食品衛生監視指導計画中の施設監視達成率 100% 100% 214.8%

食品衛生責任者講習会の実施回数（再掲） 130回 130回 177回

集団給食施設の調理従事者等を対象とした衛生講習会の実施回数 50回 50回 68回

食品衛生監視指導計画中の食品製造施設への立入検査施設数 100施設 100施設 105施設

アレルゲン検査数 30検体 30検体 32検体

(3) 放射性物質対策 県内に流通する農畜産物等に対する放射性物質検査の検査数 25検体 25検体 25検体

県内に流通する食品（輸入農産物等を含む）の残留農薬検査数 160検体 160検体 160検体

県内に流通する輸入食品（加工食品）の残留農薬検査数 50検体 50検体 50検体

県内に流通する輸入食品（農産物等）の残留農薬検査数 80検体 80検体 87検体

県内に流通する食品（輸入食品を含む）の食品添加物検査数 430検体 430検体 443検体

県内に流通する輸入加工食品の食品添加物検査数 120検体 120検体 170検体

(6) 遺伝子組換え食品対策 県内に流通する食品の遺伝子組換え検査数 30検体 30検体 32検体

米のカドミウム検査数 3検体 3検体 3検体

牛乳等のPCB検査数 2検体 2検体 2検体

県内に流通する食肉等の残留動物用医薬品検査数（輸入品含む） 500検体 430検体※ 430検体

県内に流通する輸入食肉等の残留動物用医薬品検査数 75検体 63検体※ 63検体

(9) 健康食品対策 食品表示等総合講習会（事業者対象）の受講者数（再掲） 500人 500人 451人

食品表示関係法令に基づく合同立入検査の実施回数 600回 600回 959回

食品表示法に基づく立入検査の実施回数 1,200回 1,200回 1,846回

食品表示等総合講習会（事業者対象）の受講者数（再掲） 500人 500人 451人

食品表示に関する講習会（消費者対象）の実施回数 50回 50回 60回

県内に流通する輸入食品（加工食品）の残留農薬検査数(再掲） 50検体 50検体 50検体

県内に流通する輸入食品（農産物等）の残留農薬検査数（再掲） 80検体 80検体 87検体

県内に流通する輸入食品の食品添加物検査数（再掲） 120検体 120検体 170検体

県内に流通する輸入食肉等の残留動物用医薬品検査数（再掲） 75検体 63検体※ 63検体

食品衛生監視指導計画中の食品製造施設監視達成率 100% 100% 144%

休業施設の監視指導数
把握している全休業
施設に対し1回/年

把握している全休
業施設に1回/年

2回/2施設/年

食品衛生責任者講習会の実施回数（再掲） 130回 130回 177回

食品緊急情報メール登録者総数 460件 460件 455件

リスクコミュニケーション事業等の参加者数 1,200人 1,200人 2,288人

リスクコミュニケーション事業参加者の理解度 90% 90% 97%

食卓の安全・安心ニュース発行数 12回 12回 13回

メールマガジン登録者総数 250件 250件 244件

メールマガジン配信数 24回 24回 28回

食品安全対策協議会の開催回数 3回 3回 3回

食品安全対策モニター人数 500人 500人 386人

県民アンケート調査の対象人数 1,500人 1,500人 1,478人

食品安全相談員の数 6人 6人 6人

食品の安全・安心に関する教育の推進

食品安全教室の参加者数 1,000人 1,000人 1,013人

食品安全セミナー参加者の理解度 90% 90% 100%

リスクコミュニケーション事業等の参加者数（再掲） 1,200人 1,200人 2,288人

リスクコミュニケーション事業参加者の理解度（再掲） 90% 90% 97%

食卓の安全・安心ニュースの発行数（再掲） 12回 12回 13回

食品の安全を守る人材の確保

食品衛生監視員等研修会の実施回数 4回 4回 4回

食品表示担当者研修会の実施回数 1回 1回 1回

保健所試験検査担当者研修会の実施回数 3回 3回 3回

食肉衛生検査技術研修会の実施回数 2回 2回 2回

※令和元年度から、食肉について1つの検体に対し同時に多くの項目の検査が可能となったため、検体数を縮小しています。

岐阜県食品安全行動基本計画（第４期）と食品衛生監視指導計画の対照表

項目

施策の方向１　食品等の安全性の確保

1

コンプライアンスの推進

(1)
コンプライアンスの周知啓発の
推進

2
自主衛生管理の推進

3

監視指導・検査の推進

(1) 食中毒対策

(2) アレルゲン対策

(4) 農薬対策

(5) 食品添加物対策

(7) 環境汚染物質・環境因子対策

(8) 畜水産物対策

危機管理体制の構築

(10) 食品表示対策

(11) 輸入食品対策

(12) 食品廃棄物対策

4

施策の方向２　食品に対する安心感の向上

1

リスクコミュニケーションの推進

(1)
双方向のリスクコミュニケーショ
ン

(2)
食品の安全と信頼に関する情報
の提供

(3) 県民の意見の収集と活用

3
(1)

食品の安全を守る人材育成の
推進

2

(1)
学校等における食品安全教育
の推進

(2)
地域社会における食品安全教
育の推進

施策の方向３　将来にわたる安全な食生活の確保


